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学校関係者評価委員会が実施した学校評価について

はじめに

本報告書は，保護者，大学教員，地域住民等で構成された学校関係者評価委員会が附属特

別支援学校の教育活動の観察や校長他との意見交換等を通じて，附属特別支援学校の自己評

価の結果について評価することを基本に学校関係者評価を実施し，その結果を報告書として

取りまとめたものである。

１ 評価の目的

学校評価は，次の３つを目的として実施するものである。

① 学校が，自らの教育活動と学校運営について，目指すべき目標を設定し，その達成状

況や達成に向けた取組の適切さ等を評価することにより，学校として組織的･継続的な

改善を図ること。

② 学校が，自己評価及び保護者など学校関係者等による評価を実施し，その結果を公表

し，内容を説明することにより，適切に説明責任を果たすとともに，保護者，地域住民

等から理解と参画を得て，学校･家庭･地域の連携協力による学校づくりを進めること。

③ 学校の設置者が，学校評価の結果に応じて，学校に対する支援や条件整備等の改善措

置を講ずることにより，一定水準の教育の質を保証し，その向上を図ること。

２ 評価のスケジュール

令和５年６月 第１回学校関係者評価委員会

・学校評価の目標及び評価項目について説明

・学校評価実施スケジュールについて説明

令和６年２月 第２回学校関係者評価委員会

・自己評価書に基づき自己評価結果について説明

・評価員による学校関係者評価

３ 学校関係者評価員（令和５年３月現在） ○は委員長

○橋本 俊顯 徳島赤十字ひのみね総合療育センター 顧問

濱田 欣 社会福祉法人カリヨン 介護老人福祉施設令陽施設長

大谷 博俊 鳴門教育大学 特別支援教育コース 教授

里見 正威 地域住民

原 健二 杉の子会 前会長

４ 本評価報告書の内容

(１)学校関係者評価結果

「学校関係者評価結果」では，評価項目（重点目標）①～④の「実施状況」「評価指標

の達成度及び成果」を総合的に判断し，「評価根拠」を示し，４段階評価で評価を行っ

ている。



- 2 -

(２)参考

参考では，自己評価書に掲載されている「学校の現況及び目的」を転載する。

５ 本評価報告書の公表

本報告書は，鳴門教育大学に提供するとともに，設置者に提出する。また，ウェブペ

ージ（http://www.shien.naruto-u.ac.jp/）への記載により，広く社会に公表する。

（１）学校関係者評価結果について

鳴門教育大学附属特別支援学校の学校関係者評価は，内容を総合して評価した結果，

４段階評価中「Ａ 十分達成されている」と判断する。（R6.2.16実施）

（Ａ→十分達成されている，Ｂ→達成されている，Ｃ→取り組まれているが，成果が十分でない，Ｄ→取組が不十分である）

※自己評価書（学校自己評価）については，ウェブページ（http://www.shien.naruto-u.ac.jp/）参

照

主な成果として，次のことが挙げられる。

重点課題（評価項目）

① 学習指導要領改訂の趣旨を踏まえた教育課程の編成，実施及び研究の推進

・個々の障がい特性や発達の状態を考慮した個別最適な学び，協働的な学び，主体的な学

びの充実

・特別支援学校におけるSTEAMIC（STEAM for inclusive and citizenship）教育の推進

・ポジティブ行動支援の推進

・児童生徒が様々な変化に向き合い，複雑な状況変化の中で他者と協働して課題を解決し

たり，目的を再構築したりしようとする態度の育成

〈小学部〉

1)学習活動で取り上げる単元や題材について，合わせた指導や各教科等での関連づけなが

ら計画・実施し，小学部教育の充実を図ることができた。

2)実施した学習活動について，学部通信や本校ホームページ等で定期的に保護者に説明や

紹介をすることができた。

〈中学部〉

1)基礎的な環境整備と合理的配慮を充実させ，教員共通理解の下で教育活動を行うことが

できた。
2)実態を正しく把握し，学部間で切れ目のない支援をしていくために，小学部・高等部と

連携し，他学部の授業や行事に参加する機会を設けることができた。
〈高等部〉

1)卒業後の自立と社会参加をめざし，生徒一人一人の実態把握を行い，実情に合わせなが

ら青年期と社会の変化に応じた教育活動を実施できるような教育課程の実現のため，学

校・家庭・地域と連携することができた。

〈教務課〉

1)学習指導要領改訂の主旨を踏まえた高等部段階における内容表（６段階・７段階）の作
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成に着手することができた。

2)学習指導要領改訂の主旨を踏まえた各教科等年間指導計画の作成と，新書式運用におけ

る活用状況と評価及び改善を行うことができた。

〈研究課〉

1)学習指導要領の趣旨を踏まえた教育課程での『「主体的な学び」に向かう児童生徒の育成を

目指した授業づくり』についての研究を継続することができた。

2)児童生徒の障がい特性や発達の状態を考慮し，さらにSTEAMICの視点を取り入れた授業づ

くりや授業改善を行うことができた。

② 学校・家庭・地域や関係機関等との連携と社会に開かれた教育課程の実現

・切れ目ない支援と社会に開かれた教育課程の実現

〈指導課〉

1)感染症対策時の成果を生かして，家庭や地域，関係機関と連携をし，学校行事を企画立案実

施することができた。

2)人権教育の充実のために，年間指導計画の作成や教職員への理解啓発を行うことができ

た。

3)一人一人に応じた生徒指導に取り組むことができた。

③ 特別支援教育のセンター的機能のさらなる充実

・地域のニーズに即した教育相談，研修等の機会や内容の充実

・地域や徳島県における特別支援教育への貢献度アップ

〈発達支援センター・特別支援課〉

1)校内の特別支援教育に関する教員の専門性の向上を図ることができた。

2)地域の多様なニーズに応える相談・支援機能の充実を図ることができた。

3)地域のニーズに応じた情報提供及び研修協力を行うことができた。

4)全特連全国大会の円滑な運営を行うことができた。

④ 家庭や地域，関係機関等と連携した安全・安心な教育環境の整備

・危機管理マニュアルの見直しと再構築

・児童生徒の目線に立った教室等学校施設の点検の徹底

〈総務課〉

1)危機管理マニュアルの見直しおよび来年度の運用に向けた整備をすることができた。

2)GIGAスクール構想に基づく学校・家庭でのICT機器活用機会の拡充および教員のICT

活用力を向上させることができた。

（２）学校関係者評価委員からの提言等

○新型コロナウイルス感染症が５類へ移行したことに伴い，修学旅行や運動会など以前の
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ように開催できたことが良かった。今後は，リアルな体験（買い物活動等）もより取り入

れていってもらえたらと思う。

○感染症の対策で５類前と変わった点はあるか。

→現状通り、手洗い・うがいは励行している。本校はロスナイ換気を活用し，効果的に

換気を行っている。

○アンケート結果については，保護者が高評価で，教員が控え目な評価のように思う。ア

ンケートのうち，防災に関する項目結果からは，保護者と教員の結果に差が出ている。保

護者向けに防災知識を提供するなどの工夫により，アンケート結果が変わってくるのでは

ないか。

○アンケート結果から，良い部分は伸ばし，悪い部分は改善していくことが大事。保護者

が学校に何を求めているのかを聞いてみることもよいのではないか。

○防災については，色々と課題がある。地域含めて，取り組んでいくことが大切だと思う。

○保護者からも，ほぼ良い評価を得ている。保護者のニーズを確かめながら，より良い学

校にしていくようにしてほしい。

（参考）学校の現況及び目的

１ 現況

(１) 学校名 鳴門教育大学附属特別支援学校

(２) 所在地 徳島市上吉野町２丁目１番地

(３) 学級等の構成

小学部 ３学級（複式）

中学部 ３学級

高等部 ３学級

(４) 児童生徒数及び教員数（令和５年５月１日）

小学部18人，中学部18人，高等部24人 児童生徒数60人 教員数30人（正規教員）

２ 目的

(１) 目的・使命

本校の目的は，附属特別支援学校校則第１条において「知的障害及び自閉症の児童生徒に

対して，小学校，中学校及び高等学校に準ずる教育を施し，あわせて障害による学習上又は

生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授ける」学校，中学校及び高等学

校の要請に応じて，「幼児，児童又は生徒の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう努め

る」と定めている。

また，校則第１条には「鳴門教育大学（以下「本学」という。）における児童及び生徒の

教育に関する研究に協力し，かつ，本学の計画に従い学生の教育実習等の実施に当たること

を目的とする。」と定めており，具体的には教員養成大学の附属特別支援学校として，次の

ような使命をもった学校である。

①大学と一体となって，特別支援教育の理論及び実践に関する科学的研究を行う使命

②大学の学部学生及び大学院生の教育実習及び教育実践研究等を行う使命

③地域において特別支援教育のセンター的機能を実践的に発揮するとともに，本県の教育の
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発展に寄与する使命

(２)教育目標

本校は，校則第１条に示されている目的の達成のため，学校として，また学部としてそれ

ぞれ次のような教育目標を掲げている。

＜学校教育目標＞

児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち，教職員

が協働し，児童生徒一人一人の特性や発達段階に即し，将来を見据えて教育的ニーズを把

握し，その持てる力を高め，他者を大切にしながら，健康で豊かな生活を送ることができ

るような児童生徒を育成する 。

＜小学部＞

① 豊かな心，じょうぶな身体を育てる。

② 日常の基本的な生活習慣を身に付ける。

③ 興味関心を広げ，自ら取り組む態度を育てる。

④ 人とかかわる基礎的な力を育て，集団での活動に参加できる態度を養う。

＜中学部＞

① こころとからだの調和のとれた人間力を育てる。

② 自他共に大切にできる態度を養う。

③ 生活に生かすことのできる知識や技能の向上を図る。

④ 個々の「参加」の質を高めて，生活を豊かにする態度を育てる。

＜高等部＞

① 心理的な安定を図るとともに，健康な身体と青年期の豊かな心情を育てる。

② 主体的に働く意欲や態度，集中力を養う。

③ 社会生活に必要な言語・数量に関する基礎的学力および生活技能を養う。

④ 人とかかわる中で社会性を身に付け，生活を楽しむことができる力を養う。

(３)めざす子ども像

本校では，学校及び学部の教育目標に基づき，それぞれ次のように「めざす子ども像」を

明確に示している。

＜学校全体＞

○ 明るく，仲よくできる子ども

○ じょうぶで，元気な子ども

○ よく働く子ども

○ 力いっぱいがんばる子ども

＜小学部 めざす児童像＞
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○ 心と身体の健康向上に取り組むことができる児童

○ 身の回りのことが，必要な支援を得てできる児童

○ 学習活動に興味を持ち，主体的に取り組むことができる児童

○ 人との関わりを大切にし，集団活動に進んで参加することができる児童

＜中学部 めざす生徒像＞

○ 健康な身体と調和のとれたこころを持つ生徒

○ 他者とかかわることを楽しめる生徒

○ 学びや体験をとおして「分かる」「できる」「こうすればいい」ことを自分から見つけられ

る生徒

○ 自らの興味や関心，楽しみを広げ，様々な生活場面に参加できる生徒

＜高等部 めざす生徒像＞

○ 心と体の健康に気をつけて，人や自然を愛することができる生徒

○ 進んで働こうとする意欲をもち，チャレンジすることができる生徒

○ 自分でできることは自分でし，必要なときは支援を求めながらやり遂げようとする生徒

○ マナーやルールを守って積極的に社会参加をしようとする生徒

（４）令和５年度重点目標

① 学習指導要領改訂の趣旨を踏まえた教育課程の編成，実施及び研究の推進

・個々の障がい特性や発達の状態を考慮した個別最適な学び，協働的な学び，主体的な

学びの充実

・特別支援学校におけるSTEAMIC（STEAM for inclusive and citizenship）教育の推進

・ポジティブ行動支援の推進

・児童生徒が様々な変化に向き合い，複雑な状況変化の中で他者と協働して課題を解決

したり，目的を再構築したりしようとする態度の育成

② 学校・家庭・地域や関係機関等との連携と社会に開かれた教育課程の実現

・切れ目ない支援と社会に開かれた教育課程の実現

③ 特別支援教育のセンター的機能のさらなる充実

・地域のニーズに即した教育相談，研修等の機会や内容の充実

・地域や徳島県における特別支援教育への貢献度アップ

④ 家庭や地域，関係機関等と連携した安全・安心な教育環境の整備

・危機管理マニュアルの見直しと再構築

・児童生徒の目線に立った教室等学校施設の点検の徹底


